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豊かな緑と海を育む森づくり事業（植樹祭）
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町では、町外からの定住促進及び地域の活性化を進めるため、「空家空地情報バンク」を
設置し、売りたい人・貸したい人の空家空地の情報収集と、興部町に住みたい・家や土地を
買いたい人への情報提供を行っています。
空家空地を売ったり、貸したりしたいと考えておられる方については、町の「空家空地情
報バンク」へ登録してください。登録されますとホームページなどで利用希望者に情報を提
供していきます。
空家空地情報バンクへの登録や登録内容をご覧になって買いたい・借りたい物件がありま
したら、「空家空地情報バンク利用方法」をご確認ください。
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当事者間で交渉・契約

◆ 空家空地情報バンクへ登録しませんか。
（ 随時受付中です ）
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◆ 空家空地情報バンクの利用方法
【所有者（以下、登録者という）】
　●�「空家空地情報バンク登録申込書」に必要事項を記入していただき、「固定資産税納税

証明書」・「位置図・平面図」・「同意事項」を添えて企画財政課へ提出してください。提
出された情報は、空家空地情報バンクへ登録させていただくと同時に、興部町のホーム
ページにも掲載します。また、直接交渉・契約を行いたい方は、「同意事項」にその旨
ご記入ください。

【利用希望者（以下、利用者という）】
　●�ホームページに連絡先が記載されている場合につきましては、役場を通さずに直接登録

者の方にお問い合わせください。
　●�連絡先が記載されていない場合で空家空地の詳細な情報を利用したい方は、「空家空地

情報バンク利用希望申込書」が必要となりますので、必要事項を記入の上、「住民票」
を添えて企画財政課にお申し込みください。

　　�　その際、登録物件についての交渉の意思を確認させていただき、登録者の方に連絡さ
せていただきます。また、登録者と利用者で直接、交渉・契約を行っていただくことに
なりますので、ご留意ください。

※�　町は、情報の紹介や必要な連絡調整を行いますが、登録者と利用者の間で行う物件の賃
貸借・売買に関する交渉・契約に関しての仲買行為は行うことができません。また、契約
後のトラブル等についても、当事者間で解決していただくことになります。
※　空家空地情報バンクに登録されている空家・空地は下表のとおりです。

【お問い合わせ先】役場企画財政課地域振興係（TEL　0158ー82ー2131　内線 322）

【空地情報】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【平成26年5月31日現在】

No 所　在　地 行政区 地　目 �面積（㎡） 土地の
状　況

売却・賃貸
の別　　　 備　　考

1 字興部 315－ 1 本　町 宅　地 234.65 更　地 売　却 �図書館横
3 字沙留 112－ 1 沙留港町 宅　地 329.65 更　地 売　却 沙留駐在所跡地
4 字興部 772－ 54 旭　町 宅　地 465.48 更　地 売　却 公営住宅跡地

9 字興部 286－ 1
字興部 287－ 1 本　町 宅　地 368.57 更　地 賃貸・売却 商店街中央　　

10 字興部 499－ 1
字興部 499－ 2 本　町 宅　地 372.49 住宅あり 売　却 教会向かい側

11 字興部 151－ 4 元　町 宅　地 334.84 更　地 売　却 公営住宅奥

�【空家情報】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【平成26年5月31日現在】

No 所　在　地 行政区 用　途 面積（㎡） 設備の
状　況

売却・賃貸
の別　　　 備　　考

3 字興部 499－ 1
字興部 449－ 2 本　　町 住　宅 89.94 上下水道

等　　　 売　却 教会向かい側
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後期高齢者医療制度のお知らせ

■ 7月に保険料額をお知らせします■
平成 26年度の保険料につきましては、7月に個別にお知らせします。

《保険料の計算方法》
均　等　割

【１人当たりの額】
51,472円

＋
所　得　割

【本人の所得に応じた額】
（平成25年中の所得－33万円）×10.52％

＝ １年間の保険料
（100円未満切り捨て）

○　1年間の保険料の上限額は 57万円です。
○　年度の途中で加入したときは、加入した月からの月割で計算します。
　※　「所得」とは、前年の「収入」から必要経費（公的年金等控除や給与所得控除額など）を引いたものです。

◆　保険料の軽減
①　均等割の軽減（年額）
●　軽減は被保険者と世帯主の所得の合計で判定します。
●　被保険者ではない世帯主の所得も判定の対象となります。
●　�昭和 24年 1月 1日以前に生まれた方の公的年金等に係る所得については、さらに 15万円を引
いた額で判定します。

所得が次の金額以下の世帯 軽減割合 均等割の年額
33万円かつ被保険者全員が所得0円
（年金収入のみの場合、受給額80万円以下） ➡ 9割軽減 【年額】� 5,147円

33万円 ➡ 8.5割軽減 【年額】� 7,720円

33万円＋（24万5千円×世帯の被保険者数) ➡ 5割軽減 【年額】25,736円

33万円＋（45万円×世帯の被保険者数) ➡ ２割軽減 【年額】41,177円

②　所得割の軽減
●　被保険者個人の所得で判定します。

所得が次の金額以下の方 軽減割合
所得から 33万円を引いた額が 58万円以下の方 ５割軽減

③　被用者保険の被扶養者だった方の軽減
●�　この制度に加入したときに被用者保険の被扶養者だった方については、所得割はかからず、均等
割が 9割軽減となります。

※　�被用者保険とは、協会けんぽ等、主にサラリーマンの方々が加入している健康保険のことで、市町村の国
民健康保険等は含まれません。

◆　保険料の減免
保険料のお支払いが困難な場合は、興部町介護支援課保険医療係へご相談ください。
災害、失業などによる所得の大幅な減少、その他特別の事情で生活が著しく困窮し、保険料のお支払いが
困難な方については、保険料の減免が受けられる場合があります。

平成 26年度の保険料のお支払いと
保険証（被保険者証）の一斉更新について
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お
問
い
合
わ
せ
先

興部町　福祉保健総合センター「きらり」
介護支援課　保険医療係
TEL�0158-82-4140

北海道後期高齢者医療広域連合
〒060-0062
札幌市中央区南2条西14丁目�国保会館6階
TEL�011-290-5601

◆　保険料のお支払い方法
保険料のお支払いは、「年金からのお支払い」と「口座振替」を選ぶことができます。

「口座振替」を希望される方は、興部町介護支援課保険医療係へお申し出ください。
（お申し込みに必要なもの：ご本人の保険証・お支払いする口座の預金通帳とお届け印）
●�　「年金からのお支払い」から「口座振替」に切り替わる時期はお申し出の時期により異なります。
●　税申告の際の「社会保険料控除」は、お支払いする方に適用されます。
　　（年金からのお支払いの場合、お支払いただくご本人の社会保険料控除の対象になります）

■�　保険証が新しくなります■
現在ご使用の保険証の有効期限が平成 26年 7月 31日をもって満了となるた

め、8月以降は使用できなくなります。
7月中に新しい保険証を交付しますので、お手元に届きましたら、お持ちのピ

ンク色の保険証を破棄し、黄緑色のものをご使用ください。
○　新しい保険証の有効期限は、平成 27年 7月 31日までです。
○�　紛失したときや、汚れたときは再交付しますので、興部町介護支援課保険医療係
までお申し出ください。

新しい保険証の色は黄緑色です

■�　減額認定証（限度額適用・標準負担額減額認定証）も新しくなります■
現在ご使用の減額認定証の有効期限が平成 26年 7月 31日をもって満了となるため、8月以降は使

用できなくなります。有効期限は保険証と同じく 1年間です。
引き続き交付対象に該当する方は、7月中に減額認定証を交付しますので、8月 1日からは、お持ち

の水色の減額認定証を破棄し、黄色のものをご使用ください。
新たに必要となる方は、下記の交付要件に該当することをご確認の上、興部町

介護支援課保険医療係へ申請してください。
減額認定証の交付対象・・・次の区分Ⅰまたは区分Ⅱに該当する方
区　分　Ⅱ ・世帯全員が住民税非課税である方
区　分　Ⅰ ・�世帯全員が住民税非課税である方のうち、次のいずれかに該当する方

・世帯全員の所得が0円の方
（公的年金収入のみの場合、その受給額が 80万円以下の方）

・老齢福祉年金を受給されている方
新しい減額認定証の色は黄色です

■　医療費通知の発行を希望される方へ■
被保険者の皆様に健康や医療に対する理解を深めていただくために、医療費を半年ごとにまとめ、発

行をご希望の方を対象に医療費通知を送付しています。
なお、次回の発行は、9月（平成 26年 1月～ 6月の医療費を対象）に行います。

●　新たに発行をご希望の方はご連絡ください
新たに発行をご希望の方は、お手数ですが、北海道後期高齢者医療広域連合または興部町介護支援課

保険医療係へご連絡ください（電話でのご連絡だけで手続きできます）。
○　�すでに「発行希望」のご連絡をいただいている方には、継続して発行しますので、再度のご連絡は必要ありません。
○　この通知を受け取られたことにより、申請等の手続きをされる必要はありません。
※　この通知を確定申告などの「医療費控除」の領収書の代わりとすることはできません。
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平成26年度
北海道医療給付事業の更新・申請について

興部町と北海道は、心身に重い障がいをお持ちの方、ひとり親家庭のお母さん・お父さんやお子
さん、就学前のお子さん（乳幼児）、小学生（入院・訪問看護のみ）の医療費の一部を助成します。
現在受給者証をお持ちの方には、前年度の所得をもとに更新し、7月下旬に新しい受給者証を郵
送します。
新しい受給者証の有効期限は平成 26年 8月 1日～平成 27年 7月 31日となります。
下記に該当されている方で、まだ受給者証をお持ちでない方は、初回のみ申請が必要です。
「きらり」介護支援課保険医療係までお尋ねください。

＜対象となる方＞
•１級、２級または３級の身体障害者手帳をお持ちの方
•療育手帳または１級の精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方
•ひとり親家庭の母または父で 18歳未満のお子さんを扶養されている方
　（18歳以上であっても、現に扶養されている 20歳未満の方）
•６歳に達した後の最初の３月 31日までの乳幼児
•小学生は、入院・訪問看護のみ対象となるため、必要時に申請願います。

＜助成内容＞
各健康保険の対象となる医療費の個人負担分から、下記の一部負担金を差し引いた額が対象とな
ります。
受給者証は、保険証と一緒に病院へ必ず提示してお使いください。
町では、ひとり親の母・父の通院に係る医療費の助成も行なっていますので、病院窓口で 3割負
担お支払後、領収書を「きらり」介護支援課保険医療係までお持ちください。後日、下記の負担金
を差し引いた額を口座払いにて、お返し致します。所得制限があるため、限度額以上の方は対象と
ならない場合もあります。

町民税非課税世帯 町民税課税世帯 1ヵ月の一部負担金限度額
重度心身障がい者 　初診時一部負担金

　・医　科　　580円
　・歯　科　　510円
　・整骨院　　270円

1　割　負担

通院　12,000円
（個人ごと）

入院　44,400円
（世帯）

ひとり親家庭
（母・父は入院のみ）
ひとり親家庭（子）
小学生（入院・訪問看護）
乳幼児3～6歳（就学前）
乳幼児3歳未満 初診時一部負担金　・医科580円　・歯科510円　・整骨院270円
＊�薬の容器代、紙おむつ、文書料などや保険外診療、入院時食事にかかる費用の自己負担分は、助成の対
象となりません。

＜申請に必要なもの＞
印鑑・健康保険証・申請書
1月 1日以降に転入された方～前年の所得が確認できる源泉徴収票・所得課税証明書

◆申請およびお問い合わせ先
　興部町福祉保健総合センター「きらり」　介護支援課　保険医療係　℡　82-4140
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平成 25 年度中山間地域等直接支払交付金の
実施状況について
中山間地域等の農業・農村が有する水源かん養、洪水防止、土砂崩壊防止等の多面的機能を保持し、
平地に比べ生産条件が不利な中山間地域の農業生産活動に適切な支援（交付金）を行うことを目的
としています。興部町の場合は急傾斜地など 5つの要件のうち、「積算気温が著しく低く、草地比率
70％以上」に該当しており、約 5,410 ㌶の農地が制度の対象となっております。
この中山間地域等直接支払交付金は平成 22年度から平成 27年度までの 5カ年実施され、その活
動状況を毎年公表することとなっておりますので、平成 25年度での活動、取組み内容につきまして
お知らせいたします。

１）集落協定の概要
　①集落名および代表者　　　興部町ＡＤ連合会長　小浜勝廣
　②集落協定参加者数　　　　110（農家 101 戸、ＪＡなど 9団体）
　③集落協定農用地面積　　　5,410ha
　　　　　　　　　　　　　　（対象農地基準：草地比率の高い草地）掲載
２）交付金の使用方法
　①交付金総額　　　　　　　81,279 千円
　②生産者への配分額　　　　37,006 千円（配分割合：交付金総額の約 45.9％）
　③共同取組活動への配分額　44,273 千円（配分割合：交付金総額の約 54.4％）

■共同取組活動

■共同取組活動の項目別使用金額
項　　　　目 取　組　内　容 金額（千円）

前 年 度 繰 越 額 ２，５００
① 集 落 の 管 理 体 制 調整、会計処理委託費、会議費等 ３，１７８
② 農 業 生 産 活 動 等 データ更新、草地自力更新経費助成 ２１，４０７
③多面的機能増進活動 農村景観整備（廃プラスチック処理）、水路・農道等の

草刈清掃、植林事業等
１３，１０７

④生産性・収益向上活動 乳質改善等の衛生対策・鳥獣被害防止対策 ７，０００

次 年 度 へ の 繰 越 額 ２，０８１
計（①+②＋③＋④） ４４，６９２

《女性部研修会の様子》 《廃プラスチック回収の様子》
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　お便りをいただく場合は、適当な便箋等を封筒など（使い古しのもので構いません）に入れ、封をして、
町役場窓口か、お知り合いの町職員にお渡し願います。町長のみ開封とし、お返事をさせていただきます。
不明な点は、総務課総務厚生係まで。ＴＥＬ８２・２１３１です。

何か、あっという間に運動会が終わり、寒いけれど夏本番の季節になりました。しかし、温度差が激しいので風邪が流
行っているようです。「夏風邪は要注意！」と昔から言われますので、皆様十分ご自愛ください。私は、来週から来年度事
業予算の要望活動が 7月末まで始まります。体調も良いので頑張って要望してまいります。では、また。

釧路市で開催される「北海道バイオマスセミナー」に出席しました。今年
4月に国が進める「バイオマス産業都市」当町と釧路市が認定されました。これを契機として農家や関係機関が集まり研究
会を行うためのセミナーで農水省の担当者も出席されました。再生エネルギーの中でも家畜糞尿でのバイオガス発電の欠点
は、送電線容量の弱い地域に酪農家があるため、ソーラー発電が先行している地域では北電との売電協議が上手くいかない
ケースが多く見受けられます。釧路では、大規模なソーラーや製紙工場での発電も多く、バイオガス発電は夜間のみの売電
という制約があるとの事でした。ソーラーは経済産業省、家畜糞尿バイオガスは農水省、木質発電は林野庁とそれぞれ担当
官庁が異なるため、いわゆる「縦割り行政」がここでも見受けられます。折角、国を挙げてのバイオマス産業都市なのです
からもっと連携してほしいものです。

5月 30日〜31日（金・土）

新聞に滝上高校の募集停止案が道教委から示されたとの報道がありました。
今年度 13人と基準の 20人を大きく下回り今後も生徒数が少なく地元の進学率が低いため、平成 29年度から生徒の募
集を行わず平成 31年度で閉校と言う事です。管内では小清水高校が平成 28年度から募集停止と決まっています。
興部高校は、今年度 29名となりましたが、現在の小・中学生数を見ると町内の生徒の進学率が高校の存続に大きく影響
します。今年も、沙留中・西興部中の進学生徒数が多いので好結果となりました。現在、子育て、教育費にご苦労されるご
家庭と所得の多くないご家庭は増える傾向にあります。通学費支援や入学支援など町では様々な応援を興部高校生に行って
います。興部高校への進学について小中学生のおられるご家庭でも是非お考え頂ければ幸いです。

6月 4日㈬

定例議会があり、「ふるさと納税」について一般質問がありました。この制度は、平成 20年度か
ら都会に住む人が納税額のうち一定額の範囲であれば自分が応援したい町や故里に寄付することが出来、在住の町で確定申
告すれば 2000円以上の金額は免税になる制度です。この制度を進めるため地域自治体は 1万円の寄付で 5千円程度の地
域特産品を特典として贈る事がネットなどで大きく取り上げられ、十勝の上士幌町では金額に応じて牛肉セットなどが特典
となる事から人気が集中し 2億円を超す寄付金が集まりました。議員からは「このような取り組みを進めるべきだ！」と
の指摘がありました。当町でも 5千円の特産品をお贈りしていますが、昨年は 107件 133万 5千円でした。私は、まず、
ふるさと応援の気持ちを大切にしたいので、寄付をして頂いた方との情報交流を長く続けていきたい。その上で、特産品の
新しいＰＲ戦略としてネットを使った方法などを商工会などと協議しながら取り組みたいとお話しました。どうか、皆さん
からも町外・道外のご親戚やお友達の方にお話ししてみてください。興部町のホームページに詳しい申し込み方法が出てい
ますので開いてみてください。

6月12日㈭

町長日誌の第 128 号です。町長が日頃町民の皆さんと話し合ったことや色々な出来事
を町長自ら書いたものです。町民皆さんのご意見・ご要望・ご感想をお待ちしています。

№128町長日誌
私は、いつも昨年の手帳を傍らに置いておき、昨年の今日は何があったのか？天候はどうだったのか？
特別な事件や事故は無かったか？など参考にしています。昨年の今日 16日は日曜日でした。前日、札幌

で開催された「第 18回国保地域医療学会」の討論会の一員として呼ばれましたので、一泊して午後ＪＲで帰町し夕方、宮
川紋別市長の当選祝いに出向きました。また、私の住む秋里では牧草収穫の共同作業が始まったのも 16日でした。昨年は
5月が低温で日照不足のため牧草の生育がとても悪かったのですが、6月に入って気温が高くなり、17日夜から恵みの雨
が降り出し数日降ったため牧草の収量はかなり持ち直したものでした。さて今年は？と言いますと、年明けからの雪が多
かったことと低温傾向のため、そんなに感じないのですが旱魃傾向が強く水不足です。古い草地では、つい最近までタンポ
ポの白い綿帽子が目に付くぐらい草丈が短かったのですが、週末からの雨が「恵みの雨」となると思っています。天候回復
と同時に収穫作業が始まります。どうか安全作業に十分注意して 5万トンの牛乳の原料となる良質の一番牧草を沢山収穫
されることを願っています。

6月 16日㈪
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暖
か
い
季
節
に
な
り
、
遠
足
や

ピ
ク
ニ
ッ
ク
、
Ｂ
Ｂ
Ｑ
な
ど
屋
外

で
食
事
を
楽
し
む
季
節
に
な
り
ま

し
た
。
今
年
の
夏
は
冷
夏
に
な
る

と
言
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
短
い
夏

の
季
節
に
も
食
中
毒
に
注
意
が
必

要
で
す
。

細
菌
や
ウ
イ
ル
ス
な
ど
が
混
入

し
た
食
品
を
摂
る
こ
と
で
起
こ
る

食
中
毒
。
年
間
で
み
る
と
、
７
～

９
月
に
多
く
発
生
し
て
い
る
こ
と

が
わ
か
っ
て
い
ま
す
。
高
温
多
湿

に
よ
る
菌
の
繁
殖
、
私
た
ち
の
抵

抗
力
の
低
下
が
重
な
る
季
節
、
食

中
毒
を
予
防
し
、
安
全
で
楽
し
い

行
楽
シ
ー
ズ
ン
を
過
ご
し
ま
し
ょ

う
。食

中
毒
の
主
な
原
因
菌

▼�
カ
ン
ピ
ロ
バ
ク
タ
ー
・
病
原
性

大
腸
菌
…
…

牛
、
豚
、
鶏
の
腸
内
に
い
る
細

菌
で
、
解
体
時
に
食
肉
に
付
着

し
、
そ
れ
が
過
熱
不
十
分
な
ど
に

よ
り
体
内
に
入
る
こ
と
で
起
こ

る
。
ま
た
、
肉
を
処
理
し
た
箸
や

包
丁
な
ど
を
介
し
て
も
感
染
す
る
。

▼�

腸
炎
ビ
ブ
リ
オ
菌
・
ノ
ロ
ウ
イ

ル
ス
…
…

海
中
に
住
む
菌
で
、
水
温
が
上

が
る
季
節
に
大
量
に
増
え
、
魚
介

類
を
汚
染
す
る
。
短
時
間
で
菌
が

増
殖
す
る
た
め
、
夏
場
の
刺
身
な

ど
の
生
食
に
注
意
が
必
要
。

▼
サ
ル
モ
ネ
ラ
菌
…
…

ほ
と
ん
ど
の
動
物
が
保
有
し
て

い
る
が
、
近
年
は
鶏
が
保
有
す
る

種
類
の
菌
に
よ
る
も
の
が
増
え
て

い
る
。
鶏
卵
、
卵
の
殻
に
も
付
着

し
て
い
る
こ
と
も
あ
る
の
で
殻
の

ま
ま
食
器
に
入
れ
る
こ
と
は
避
け

る
。

▼
黄
色
ブ
ド
ウ
球
菌
…
…

人
の
鼻
、
の
ど
、
皮
膚
に
い
る

菌
で
、
傷
口
、
ニ
キ
ビ
な
ど
化
膿

し
た
部
分
に
多
く
存
在
す
る
。
そ

れ
ら
に
触
れ
た
手
を
介
し
て
食
品

が
汚
染
さ
れ
、
加
熱
し
て
も
残
っ

て
し
ま
う
の
が
特
徴
。

▼
ウ
ェ
ル
シ
ュ
菌
…
…

食
品
を
大
量
に
調
理
し
た
あ

と
、
温
度
が
下
が
る
間
に
胞
子
が

発
芽
し
て
食
中
毒
が
お
こ
る
た

め
、
給
食
で
の
集
団
発
生
や
作
り

置
き
で
の
発
生
が
多
い
。

食
中
毒
予
防
の
３
原
則

▽
つ
け
な
い

【
食
材
】

材
料
は
良
く
洗
っ
て
か
ら
使

う
。
肉
や
魚
の
汁
が
他
の
食
材
に

か
か
ら
な
い
よ
う
に
注
意
す
る
。

お
弁
当
な
ど
お
に
ぎ
り
は
ラ
ッ
プ

に
包
ん
で
握
る
、
海
苔
は
食
べ
る

直
前
に
巻
く
。

【
手
洗
い
】

調
理
の
前
後
に
は
必
ず
手
を
洗

う
。
石
鹸
を
使
用
し
、
よ
く
泡
立

て
、
20
秒
以
上
か
け
て
洗
う
。
手

に
傷
が
あ
る
と
き
は
薄
手
の
ビ
ニ

ー
ル
手
袋
を
使
用
し
て
調
理
す
る
。

【
冷
凍
食
品
な
ど
の
注
意
】

室
温
で
自
然
解
凍
は
せ
ず
、
流

水
や
冷
蔵
庫
、
電
子
レ
ン
ジ
を
使

用
し
て
解
凍
す
る
。
使
う
分
だ
け

解
凍
し
、
解
凍
後
は
す
ぐ
に
調
理

す
る
。
一
度
解
凍
し
た
も
の
は
再

冷
凍
し
な
い
。

▽
増
や
さ
な
い

【
お
弁
当
を
詰
め
る
時
も
要
注
意
】

煮
物
な
ど
汁
の
出
る
も
の
は
、

よ
く
煮
つ
め
て
か
ら
入
れ
る
。
レ

タ
ス
な
ど
傷
み
や
す
い
も
の
を
仕

切
り
に
使
わ
ず
、
バ
ラ
ン
や
カ
ッ

プ
を
使
用
す
る
。
ワ
サ
ビ
や
生
姜

梅
干
し
、
お
酢
な
ど
殺
菌
効
果
の

あ
る
も
の
を
う
ま
く
活
用
す
る
。

温
か
い
も
の
は
傷
み
や
す
い
の

で
、
必
ず
冷
ま
し
て
か
ら
入
れ

る
。
残
り
物
、
ち
く
わ
な
ど
の
練

り
物
は
し
っ
か
り
加
熱
し
て
使

う
。
ご
飯
と
お
か
ず
は
で
き
る
だ

け
一
緒
の
容
器
に
入
れ
ず
、
別
々

の
容
器
に
詰
め
る
。

▽
殺
菌
す
る

し
っ
か
り
中
ま
で
加
熱
す
る
。

85
度
以
上
、
１
分
以
上
が
目
安
。

電
子
レ
ン
ジ
で
加
熱
す
る
と
き

は
、
全
体
に
熱
が
伝
わ
る
よ
う
、

途
中
で
か
き
混
ぜ
る
。
調
理
器
具

や
ま
な
板
の
使
用
後
は
、
よ
く
洗

い
熱
湯
消
毒
ま
た
は
日
光
消
毒
し

よ
く
乾
か
す
。
漂
白
剤
を
使
用
す

る
と
き
は
、
流
水
で
し
っ
か
り
洗

い
流
す
。

子
ど
も
と
高
齢
者
は
特
に
注
意

大
人
は
比
較
的
免
疫
力
が
強

く
、
食
中
毒
菌
が
体
内
に
入
っ
て

も
重
症
に
な
る
こ
と
は
ま
れ
で

す
。
し
か
し
高
齢
者
や
子
ど
も

は
、
少
量
の
菌
で
も
重
症
化
す
る

こ
と
が
あ
り
ま
す
。
同
じ
も
の
を

食
べ
て
も
、
大
人
は
な
ん
と
も
な

い
の
に
、
子
ど
も
や
高
齢
者
だ
け

が
食
中
毒
を
起
こ
す
こ
と
も
あ
る

の
で
注
意
が
必
要
で
す
。
正
し
い

知
識
で
、
楽
し
い
食
生
活
を
送
り

ま
し
ょ
う
。

�

（
役
場
保
健
師
）

○
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
マ
ッ
プ
体
験
会
……
4
日
・
11
日
・
25
日

○
脳
ド
ッ
ク
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
７
日
～
9
日

○
沙
留
一
般
健
康
相
談
…
…
…
…
…
…
…
14
日
・
28
日

○
介
護
者
ふ
れ
あ
い
の
会
（
ほ
ほ
え
み
）……
…
…
15
日

○
ヘ
ル
ス
ア
ッ
プ
教
室
Ｏ
Ｂ
会
…
…
…
…
…
…
…
24
日

○
特
定
健
康
診
査
結
果
説
明
会
（
興
部
）……
29
日
・
30
日

　
　
　
　
　
　
　

 　
　
　
　
　
（
沙
留
）……
…
8
月
1
日

今月の保健行事

『食中毒予防
～安全で楽しい行楽シーズンを過ごしましょう～』

今月の　　   予報
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教育目標：「未来を拓く」
　◎自ら学ぶ生徒……（知）
　◎心豊かな生徒……（徳）
　◎健康な生徒……（体）

『目標に向かって努力し続ける生徒を育む教育活動の推進』
　1　主体的に学ぶ生徒の育成
　2　共生と自立から未来を切り拓く生徒の育成

町
内
小
中
学
校
紹
介

シリーズ
�

学力と体力の向上に努めて
います !!
　昨今、北海道を挙げて学力と体力の向上が叫ば
れていますが、本校でも今年度新しい取り組みを
始めました。
　まず、「学力の向上」では、いくら「勉強しなさ
い」と口を酸っぱくして言っても、やり方がわか
らなければ出来ません。
　そこで、①三点固定
（起床時刻→就寝時刻→
家庭学習開始時刻の順
に固定）によって、家庭
学習時間の確保、②各教
科担任から家庭学習の
方法をまとめてもらっ
た「家庭学習の手引き」を配付して、家庭学習の
やり方の伝授、③学級担任や教科担任による家庭
学習の見取り、を三本柱として、家庭学習の定着
を図ろうと考えています。
　また、「体力の向上」では、中学校は放課後に部
活動があるので、なかなか独自のことはやりづら
いのですが、体育の授業の充実と、登下校を保護
者の送迎に頼らなくても済むように、自転車の通
学範囲を撤廃して、誰もが “自分の足” で登校で
きるようにしました。
　ただ、それに伴って自転車小屋が足りなくなり
ましたので、使われていないテントを利用して、

ＰＴＡの奉仕作
業によって立派
な自転車小屋が
できました。

「命を守る教育」に力を入れて
います !!
　本校では、「学力」「体力」の他に、「命を守る教
育」に力を入れています。
　下の表のように、学年ごとに、または全校で集
会を行い、まずは自分の命を大切にして欲しいと
願っています。

学年ごとの集会 全校または全学年
共通の集会　　　

1年 防 犯 教 室 交通安全教室
いじめを考える集会
ケータイ電話教室
避難訓練（年 2回）

2年 普 通 救 命 講 習

3年 薬物乱用防止教室
　それぞれ外部の専門家に来ていただいて、具体
的で専門的な話をわかりやすくしていただいた
り、実際にやってみなければわからないことも多
いので、体験的な内容を取り入れたりしています。
　そして、今年度は「総合的な学習の時間」で初
めて「福祉」の領域に取り組み、1年生は保育所・
幼稚園訪問、2年生は高齢者施設訪問、3年生は
障害者施設を訪問して、自分ばかりでなく、他者
を思いやる心を育てたいと考えています。

興部町立興部中学校

興部中学校では、今年も

チェンジ1→プラス1＆マイ�ナス1
をモットーに、より良い学校を目指して果敢に取り組んでいます。

学年 人数
１年生 26 名
２年生 21 名
３年生 30 名

計 77 名
教職員 12 名

　【教育目標】未来を拓く
　　　　◎自ら学ぶ生徒……（知）
　　　　◎心豊かな生徒……（徳）
　　　　◎健康な生徒……（体）

「仲間と協力し、目標の実現に努める生徒」
　1　学び方を身に付け、課題を解決しようとする生徒の育成
　2　互いの良さを認め合い、励まし合って活動する生徒の育成

重 点
目 標

　7月 9日㈬に、昨年に続いて「オープンスクー
ル」を行います。
　これは、授業を 1時間分見ていただく「参観日」
とは異なり、1～ 6時間目までのすべての授業は
もちろん、放課後の部活動まで見ていただく、「1
日丸ごと参観日」です。昨年は本校の保護者ばか
りでなく、地域の方々や “昔の卒業生” など計 34
名にお越しいただきましたので、今年度もお気軽
にご来校ください。

昭和 43 年に完成した、
築 46年の校舎
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イ
ン
フ
ォ
メ
ー
シ
ョ
ン

情
報
ひ
ろ
ば

第
64
回

社
会
を
明
る
く
す
る
運
動

“
社
会
を
明
る
く
す
る
運
動
”

は
、
す
べ
て
の
国
民
が
、
犯
罪
や

非
行
の
防
止
と
罪
を
犯
し
た
人
た

ち
の
更
生
に
つ
い
て
理
解
を
深

め
、
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
に
お
い
て

力
を
合
わ
せ
、
犯
罪
や
非
行
の
な

い
地
域
社
会
を
築
こ
う
と
す
る
全

国
的
な
運
動
で
す
。

《
強
化
月
間
》

７
月
を
“
社
会
を
明
る
く
す
る

運
動
”
～
犯
罪
や
非
行
を
防
止

し
、
立
ち
直
り
を
支
え
る
地
域
の

チ
カ
ラ
～
強
調
月
間
と
し
ま
す
。

《
行
動
目
標
》

①
犯
罪
や
非
行
を
し
た
人
た
ち
の

立
ち
直
り
を
支
え
よ
う

②
犯
罪
や
非
行
に
陥
ら
な
い
よ
う

地
域
社
会
で
支
え
よ
う

③
こ
れ
ら
の
点
に
つ
い
て
、
地
域

社
会
の
理
解
が
得
ら
れ
る
よ
う

協
力
し
よ
う

《
重
点
事
項
》

「
立
ち
直
り
を
支
え
る
取
組
に

つ
い
て
の
理
解
促
進
」

「
犯
罪
や
非
行
を
し
た
人
た
ち

の
就
労
・
住
居
等
の
生
活
基
盤
づ

く
り
」

《
組
織
》

こ
の
運
動
の
実
施
と
推
進
に
あ

た
る
た
め
、
紋
別
地
区
保
護
司
会

興
部
支
部
（
支
部
長　

上
野
祥

雲
）
で
は
次
の
よ
う
な
取
組
み
を

行
い
ま
す
。

◇
社
明
旗
設
置
（
７
月
中
）

　
役
場
庁
舎
、
沙
留
公
民
館

　
◇
社
明
啓
発
（
７
月
中
旬
）

　
各
小
・
中
学
校
、
高
校
、

　
各
事
業
所

平
成
26
年
度
裁
判
所
職
員
採

用
一
般
職
試
験(

高
卒
者
試
験)

◆
第
１
次
試
験
日　
９
月
14
日
㈰

◆
受
付
期
間　
７
月
15
日
㈫
か
ら

　
　
　
　
　
　
同
月
24
日
㈭
ま
で

◆�

受
験
資
格　
平
成
26
年
４
月
１

日
に
お
い
て
高
等
学
校
卒
業
後

２
年
以
内
の
方
及
び
平
成
27
年

３
月
31
日
ま
で
に
高
等
学
校
を

卒
業
す
る
見
込
み
の
方
（
平
成

26
年
４
月
１
日
に
お
い
て
中
学

卒
業
後
２
年
以
上
５
年
未
満
の

方
も
受
験
可
）

◆
問
い
合
わ
せ
先　
旭
川
地
方
裁

判
所
事
務
局
総
務
課
人
事
係

℡
０
１
６
６
・
５
１
・
６
２
６
７

海
上
保
安
学
校
学
生
募
集

１
．
受
験
資
格

�

⑴
平
成
26
年
４
月
１
日
に
お
い
て

高
等
学
校
又
は
中
等
教
育
学
校
を

卒
業
し
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し

て
５
年
を
経
過
し
て
い
な
い
者
及

び
平
成
27
年
３
月
ま
で
に
高
等
学

校
又
は
中
等
教
育
学
校
を
卒
業
す

る
見
込
み
の
者

�

⑵
人
事
院
が
⑴
と
同
等
の
資
格
が

あ
る
と
認
め
る
者

２
．
申
込
受
付
期
間

●
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
申
込
期
間

�

７
月
22
日
㈫
～
７
月
31
日
㈭

●
郵
送
・
持
参
申
込
期
間

　

�
７
月
22
日
㈫
～
７
月
25
日
㈮

○
第
一
次
試
験
：
9
月
28
日
㈰

○�

第
一
次
試
験
地
：
（
道
内
）
札

幌
、
函
館
、
小
樽
、
旭
川
、
釧
路

○
第
一
次
試
験
合
格
発
表
：

�
10
月
15
日
㈬

○�

第
二
次
試
験
：
10
月
21
日
㈫
～

10
月
30
日
㈭
の
指
定
す
る
日

○
最
終
合
格
発
表
：
11
月
25
日
㈫

○
採
用
日
：
平
成
27
年
４
月
上
旬

○�

採
用
課
程
：
船
舶
運
航
シ
ス
テ

□町税を納期内に納入できない事情のある方は、住民課・税務係に相談下さい。
□納期限を過ぎても町税が納入されないときは、地方税法に基づき督促状を送付します。※督促状送付後 14日間程度、納付又は
連絡のない場合は、納税の誠意なきものとして、国税徴収法及び地方税法に基づき、財産調査の上、差し押さえる場合があります。
□�固定資産の異動、特に家屋の新築や取り壊しがあった場合や軽自動車に異動があった場合は速やかに届出をして下さい。
※町税に関する問合せは、役場住民課税務係へ（℡ 82－ 2131　内線 225・226）
□国民健康保険への加入、脱退の異動手続は、2週間以内に行ってください。
※手続きに関する問合せは、きらり介護支援課保険医療係へ（℡ 82－ 4140）

町税納期のお知らせ
今月は、固 定 資 産 税 2期（納期限　平成 26年 7月 31日）と、
　　　　国民健康保険税 1期（納期限　平成 26年 7月 31日）の納期です。
　　　　　※国民健康保険税の納付書は 7月中旬にお届けいたします。

ム
課
程
（
航
海
・
機
関
・

主
計
コ
ー
ス
）・
航
空
課

程
・
情
報
シ
ス
テ
ム
課

程
・
海
洋
科
学
課
程

○�

問
い
合
わ
せ

紋
別
海
上
保
安
部
管
理
課

電
話
０
１
５
８
・
２
３
・

０
１
１
８

マ
リ
ン
レ
ジ
ャ
ー
を

安
全
に
楽
し
む
た
め
に

７
月
１
日
か
ら
８
月
31

日
ま
で
の
間
、
釣
り
人
等

に
対
す
る
安
全
指
導
や
船

舶
検
査
の
未
受
検
船
舶
に

対
す
る
取
り
締
り
を
積
極

的
に
実
施
し
ま
す
。

ま
た
、
海
に
出
掛
け
る

際
に
は
ル
ー
ル
や
マ
ナ
ー

を
守
り
、
自
己
救
命
策
の

確
保
に
心
掛
け
ま
し
ょ
う
。

【
自
己
救
命
策
の

�

３
つ
の
基
本
】

①�

ラ
イ
フ
ジ
ャ
ケ
ッ
ト
の

着
用
（
浮
力
の
確
保
）

②�

携
帯
電
話
な
ど
の
連
絡

手
段
の
確
保

③�

海
の
も
し
も
は
１
１
８

番
（
緊
急
電
話
の
活
用
）

■
問
い
合
わ
せ
：

　
紋
別
海
上
保
安
部

電
話
０
１
５
８
・
２
４
・

３
２
６
８

inform
ation
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事
業
主
の
み
な
さ
ま
へ

～
若
い
力
を
企
業
、

　
　
　
　
地
元
の
活
力
に
～

平
成
27
年
３
月
新
規
高
等
学
校

卒
業
者
を
対
象
と
し
た
求
人
の
受

付
は
、
６
月
20
日
よ
り
始
ま
っ
て

い
ま
す
。

企
業
、
地
域
の
将
来
を
担
う
人

材
の
確
保
の
た
め
に
も
、
新
規
高

等
学
校
卒
業
者
の
早
期
の
採
用
計

画
の
策
定
、
求
人
申
込
に
つ
い
て

ご
検
討
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

な
お
、
平
成
27
年
３
月
新
規
高

等
学
校
卒
業
者
の
採
用
選
考
等
の

日
程
は
次
の
と
お
り
で
す
。

○
求
人
の
受
付
開
始

　
平
成
26
年
６
月
20
日
よ
り

○
学
校
へ
の
求
人
情
報
の
提
供

　
平
成
26
年
７
月
１
日
よ
り

○
求
人
へ
学
校
か
ら
の
推
薦
開
始

　
平
成
26
年
９
月
５
日
よ
り�

○�

応
募
者
の
面
接
、
選
考
、
採
用

内
定
の
開
始

　
平
成
26
年
９
月
16
日
よ
り

■
求
人
の
申
込
、
お
問
い
合
せ
先

　
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
紋
別

℡
０
１
５
８
・
２
３
・
５
２
９
１

〜
北
海
道
苦
情
審
査
委
員
制
度
の
お
知
ら
せ
〜

知ってますか？ 道の「苦情審査委員制度」
○�道が行った業務や制度の内容を審査する制度が、「北海道苦情審査
委員制度です」。

○�皆さんに代わって、「苦情審査委員」が、中立的な立場で、道の機
関に対し、必要な調査を行います。

○�審査の結果、道の業務に不備な点や制度に問題があるときは、道の
機関に是正や改善を求めます。

○�審査結果までは、およそ2か月です。

○�皆さん自身の利害に係わる苦情であれば、「苦情審査委員」に申立て

ができます。

○�もちろん、個人情報の保護にも十分配慮します。
　①�苦情申立の窓口は、道庁の『道政相談センター』か、各総合振興

局（振興局）の『道政相談室』。
　②�苦情申立書の付いたリーフレットを用意しています。
　③ホームページからでも申立書をダウンロードできます。
　　⇨道トップページの「組織から探す」の本庁各部・局
　　　⇨総合政策部
　　　　⇨知事室道政相談センター
　　　　　⇨道政相談センターのページ
　　　　　　⇨ 2 苦情審査に関すること（北海道苦情審査委員制度）
　　　　　　　⇨ 4 苦情申立てについて（申立書はこちら）
　④�申立て方法は、「苦情申立書」に苦情等を記載し、郵送、ファッ

クス、メールで。
　⑤問い合せ先
　◦北海道総合政策部知事室道政相談センター
　　〒 060-8588　札幌市中央区北 3条西 6丁目
　　ＴＥＬ　011 − 204 − 5523　内線 21-706
　　ＦＡＸ　011 − 241 − 8181
　　メール　kujyou.koueki@pref.hokkaido.lg.jp
　◦各総合振興局（振興局）地域政策部道政相談室

ご家庭における節電のお願い
平素より弊社事業にご理解を賜り、厚く御礼申し上げます。
また、日頃から節電にご協力をいただき重ねて御礼申し上
げます。
この夏におきましては、さまざまな電力需要対策に最大限
取り組むことにより、電力を安定供給するうえで最低限必要
な供給予備力は確保できる見通しです。
しかしながら、今夏の需要見通しには、ご家庭や企業にお
ける節電の定着分を織り込んでいることから、お客さまには、
引き続き、生活に支障をきたさない無理のない範囲での節電
にご協力をお願いいたします。
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自衛隊募集要項
募集項目 資　　格 将来の展望 募集期間 試　験　日

防
衛
大
学
校

人文・
社会
科学

推薦：高卒（見
込含）21 歳未
満かつ高等学校
長の推薦必要

総合選抜・一般：
高卒（見込含）
21歳未満

誇りある組織のリーダーになる
将来、各自衛隊の幹部自衛官となる者を4年間の
修業期間において養成する制度です。広い視野、科学
的な思考力豊かな人間性を持ち、創造力と活力に溢れ
る優れた自衛隊のリーダーになるため、知育以外に、
徳育と体育を重視しています。部下への思いやりや組
織を動かす上での技術を学び、信頼される幹部へと成
長していきます。

　推薦試験
　9月 5日～ 9月 9日
　総合選抜
　9月 5日～ 9月 9日
　一般試験前期
　9月 5日～ 9月 30日
　一般試験後期
　1月 21日～ 1月 30日

　推薦試験
　9月 27日、28日
　総合選抜
　9月 27日
　一般試験前期
　第 1次試験
　11月 8日、9日
　一般試験後期
　第 1次試験
　2月 28日

理工学

防衛医
科大学

高卒（見込含）
21歳未満

生命をつなぐ平和と医療の先駆者
将来、医師である幹部自衛官となる者を養成する

制度です。6年間の教育訓練と全寮制の規律ある団
体生活を通じて、医師としての知識や技能のほかに、
生命の尊厳への理解やあらゆる任務を遂行できる強
靱な体力も養ってゆきます。医師であり、かつ幹部
自衛官としての重責を担ってゆける資質を備えた人
材を求めます。

　9月 5日～ 9月 30日 　第 1次試験
　11月 1日、2日

防衛医科
大学校看
看護学科
（自衛官
コース）

高卒（見込含）
21歳未満

誇りを持てる看護師に
保健師・看護師である幹部自衛官となるべき者を

育成するコースです。看護専門識者としての優れた
教養・知識・技術を身につけるとともに、豊かな人
間性と倫理観を養い専門的な看護の実践を通して、
防衛省・自衛隊の国内外における活動に貢献できる
人材の育成を目指します。

　9月 5日～ 9月 30日 　第 1次試験
　10月 18日

航空学生 高卒（見込含）
21歳未満

大空で活躍する夢を最年少で実現できる
海上自衛隊または航空自衛隊のパイロットになる

ことを目的とした制度です。航空学生課程では、団
体生活を送りながら各種訓練を受け、戦闘機、哨戒機、
輸送機、ヘリコプターなどのパイロットや戦術航空
士に最年少で到達できるシステムになっています。

　8月 1日～ 9月 9日 　第 1次試験
　9月 21日

一般曹
候補生

18 歳以上 27 歳
未満の者

部隊の中核となる自衛官を目指す
部隊の基幹隊員である陸・海・空自衛官を養成する

制度です。入隊後、教育課程や部隊勤務で知識や経験
を積み 2年 9ヶ月経過以降選考により曹へと昇任し
ます。募集資格年齢を広くとっているため高校新卒者
から社会人経験者まで、多様な経歴を持った人材が一
般曹候補生として入隊します。

　8月 1日～ 9月 9日 　第 1次試験
　9月 23日

自衛官
候補生

18 歳以上 27 歳
未満の者

技術と体力を一心に磨く任期制自衛官
採用後、陸上・海上・航空それぞれの自衛官候補

生に任命され、自衛官となるために必要な基礎的教
育訓練に専念する制度です。所用の教育を経て 3ヶ
月後に 2等陸・海空士に任官します。

　8月 1日～ 9月 9日

　男子は、受付時に
　お知らせします。
　女子は、9月 22日
　～ 26日までの間の
　指定する 1日

※ 詳しくは、自衛隊旭川協力本部紋別地域事務所（ＴＥＬ 0158-23-2696）までお問い合わせください。

■自衛隊旭川協力本部紋別地域事務所からのお知らせ

「
米
ト
レ
ー
サ
ビ
リ
テ
ィ
法
」
を
ご

存
じ
で
す
か
!?

食
品
事
故
な
ど
の
問
題
が
発
生
し
た

場
合
な
ど
に
、
流
通
ル
ー
ト
を
速
や
か

に
特
定
す
る
た
め
米
や
米
加
工
品
の
取

引
等
の
記
録
を
作
成
・
保
存
す
る
こ
と

を
事
業
者
に
義
務
付
け
て
い
ま
す
。

ま
た
、
消
費
者
の
皆
様
の
商
品
選
択

の
際
の
参
考
と
す
る
た
め
、
事
業
者
に

産
地
情
報
の
伝
達
を
義
務
付
け
て
い
ま

す
。消

費
者
で
あ
る
私
た
ち
に
も
関
わ
り

の
あ
る
法
律
で
す
。

私
た
ち
も
法
律
を
知
る
こ
と
で
、

「
安
心
・
安
全
」
な
お
米
を
未
来
へ
繋

げ
て
い
き
ま
し
ょ
う
。

詳
細
は
農
林
水
産
省
Ｈ
Ｐ
ま
た
は
、

北
海
道
農
政
事
務
所
北
見
地
域
セ
ン
タ
ー

（
℡
０
１
５
７
・
２
３
・
４
１
７
１
）

・業者間の取引等の記録の作成保存が義務付
けられています。（平成22年 10月 1日〜）
・産地情報の伝達が義務付けられています。
（平成23年 7月 1日〜）

外食業者

小売販売
業者

米加工品
製造業者

流通業者
生産者

米トレーサビリティ制度がスタート！
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1　夏休みにおける少年の非行・犯罪被害の防止と有害環境の浄化
　　　～　考えて　大切な　自分の未来　～
　◎　非行防止は家庭から！
　　◦　家庭は最も身近な社会です。
　　　　社会のルールやマナーを守らせ、善悪のけじめをつけさせましょう。
　　◦�　インターネットを利用して犯罪被害に遭わないために、家庭でのルール作りや情報モラルについて家族で話

し合いましょう。
　◎　インターネットには危険がいっぱい！
　　　インターネットは相手の名前や顔が分からないこともあり、恐ろしい犯罪や罠が潜んでいます。
　　�　出会い系サイトやゲームサイト、コミュニティサイト、無料通話アプリのＩＤ交換掲示板サイトなどを通
じて、犯罪被害や性的被害に遭う人が後を絶ちません。

　　　インターネットサイト上で知り合った相手と絶対に会つてはいけません。

2　水難事故防止　～　海や川　危険もいっぱい　ご用心　～
　短い夏を満喫するために、海や川に出かける機会が多くなります。
　水難事故を防ぐために、次の点に注意しましょう。
　◇　波の力で倒されたり、沖に流される危険があります。
　　　水辺で遊んでいる子供の近くにいて、目を離さないようにしましょう。
　◇　海水浴場などの指定された場所で、自分の技量や体力に応じて泳ぎましょう。

3　覚醒剤等薬物乱用の防止　～　薬物、ダメ。ゼッタイ。　～
　覚醒剤や大麻などの薬物を乱用すると、人間らしい生活を営むことができなくなるばかりか、場合によっては
死に至ることもあります。
　また、幻覚や妄想による殺人事件や、薬物の購入代金欲しさによる強盗事件などを犯したり、重大な交通事故
を引き起こしたりするなど、社会問題になっています。
　北海道警察では、薬物密売組織の壊滅をはじめ、関係機関との連携を強化して、覚醒剤等の密輸入の阻止、密
輸グループ等の摘発と組織壊滅に全力を挙げています。
　また、道内には野生の大麻草が自生している地区が多くあることから、関係機関と連携して自生大麻の除去活
動を推進しています。大麻汚染の拡大を阻止するためにも、大麻草の群生地を知っている方は警察へ通報をお願
いします。

4　夏の交通安全運動の実施
　◎　「夏の交通安全運動」が実施されます！
　　○　運動期間　7月 11日㈮〜 7月 20日㈰の 10日間
　　○　運動重点 (運動重点は、現時点の案であり、今後変更される場合があります。)
　　　⑴　子どもと高齢者の交通事故防止
　　　⑵　居眠りなどの観光・レジャー型の交通事故防止
　　　⑶　自転車・二輪車の交通事故防止
　◎　夏季の交通事故防止のポイン卜
　　⑴　暑さや疲れによる集中力の低下に十分注意して、眠気を感じたら早めに休憩を取りましょう。
　　⑵　スピードの出し過ぎ、無理な追越しは絶対にやめましょう。
　　⑶　行楽に出掛けるときは、事前に渋滞等の交通情報を確認して余裕のある運転計画を立てましょう。

警
察
署
か
ら
の
お
知
ら
せ

inform
ation

【サマージャンボ宝くじ】
　1等　4億円×26本　　前後賞各　1億円×52本
　2等　1,000万円×52本　　3等　100万円×2,600本

【サマージャンボミニ　6000万】
　1等　6,000万円×90本　2等　600万円×180本

�○この宝くじの収益金は、市町村の明るく住みよいまちづくりに使われます。
○発売期間は平成 26年 7月 4日㈮から 7月 25日㈮まで。
○抽せん日は平成 26年 8月 5日㈫
○支払開始日は平成 26年 8月 11日㈪
�○昨年のサマージャンボ宝くじ（第 645回全国自治宝くじ）及び 2000万サマー（第
646回全国自治宝くじ）の時効〔平成 26年 8月 18日㈪〕が迫っておりますのでお
忘れなく。

今年のサマージャンボ宝くじは、
� １等・前後賞合わせて6億円！

『サマージャンボ宝くじ』と、今年新登場となる『サマージャンボミニ6000万』が発売されます
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日本年金機構ホームページ　　http://www.nenkin.go.jp/

年金のお問い合わせは ｢ねんきんダイヤル ｣へ !
○年金相談は、「ねんきんダイヤル」℡０５７０－０５－１１６５　または、お近くの年金事務所をご利用ください。
※ＩＰ電話・ＰＨＳからは「℡０３－６７００－１１６５」にお電話ください。
　月～金曜日：午前 8時 30分～午後 5時 15分
　ただし、月曜日（月曜日が休日の場合は火曜日）は午後 7時まで
　第 2土曜日：午前 9時 30分～午後 4時　　＊祝日はご利用いただけません。

日　時　7 月 24 日㈭ 午前 9 時〜午後 3 時
場　所　紋別市民会館（紋別市潮見町 1 丁目）

7月の年金事務
相談所の開設日程

国 民 年 金
過去に国民年金保険料の納め忘れがある方へ　　〜　「後納制度があります」！

国民年金保険料は、納期限より2年を経過した場合、時効によって納付することができなくなりま
すが、過去10年間の納め忘れた保険料については、平成24年 10月 1日から平成27年 9月 30
日までの3年間に限り、厚生労働大臣の承認を受けたうえで、時効により納付できなかった期間の保
険料を納付することが可能になりました。（「後納制度」といいます。）
この後納制度を利用することで、年金額を増やすことはもちろん、納付した期間が不足したことに

より年金の受給ができなかった方が年金受給資格を得られる場合があります。
ただし、後納制度が施行されても国民年金保険料を徴収する権利が納期限から2年を経過した時点

で時効により消滅することについては変更ありません。
なお、毎月の国民年金保険料の納付は、原則として翌月末日までと定められております。納期限ま

でに納めないと、障害基礎年金や遺族基礎年金を受給できなくなることがありますので、納め忘れの
ないようにしてください。
【対象者】
　過去 10年以内の第 1号被保険者期間や任意加入期間に未納期間を有する方が対象となります。
　《後納制度のご利用が可能な方》
　　⑴　20歳以上 60歳未満の方：10年以内に納め忘れの期間や未加入期間のある方
　　⑵　60歳以上 65歳未満の方：⑴の期間のほか、任意加入中に納め忘れの期間がある方
　　⑶　65歳以上の方：年金受給資格がなく、⑴⑵の期間がある方
　　　※老齢基礎年金受給者（繰り上げ受給者を含みます）は対象から除かれます。
後納制度に関する詳しい内容は、下記「国民年金保険料専用ダイヤル」またはお近くの年金事務所

へお問い合わせください。

お問い合わせは『国民年金保険料専用ダイヤル』へ！　　�☎ 0570-011-050
050 または 070から始まる電話でおかけになる場合は　 ☎ 03-6731-2015
〈受付時間〉　 月　曜　日　午前 8：30〜午後 7：00
　　　　　　　火〜金曜日　午前 8：30〜午後 5：15
　　　　　　　第2土曜日　午前 9：30〜午後 4：00
※月曜日が祝日の場合は、翌日以降の開所日初日に午後 7：00まで相談をお受けします。
※祝日（第 2土曜日を除く）、12月 29日〜 1月 3日はご利用いただけません。
※�ナビダイヤルは、一般の固定電話からおかけになる場合は全国どこからでも、市内�通話料金でご利用いただ
けます。ただし、一般の固定電話以外（携帯電話等）からおかけになる場合は、通常の通話料金がかかります。
※「03-6731-2015」の電話番号におかけになる場合は、通常の通話料金がかかります。
※�「0570」の最初の「0」を省略したり、市外局番をつけて間違い電話になっているケースが発生していますの
で、おかけ間違いにはご注意ください。

※��お客様の相談時間を十分確保するため、完全予約制となります。相談予約は電話により相談開設日の 1ヶ月前から
受付します。　電話予約受付番号　０１５７−３３−６００７（北見年金事務所）
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今年で 26回目を迎えた網走管内歌謡選手権大会が 5月 25日
紋別市民会館で開催され、各地区の精鋭 58名が出場されました。
上位入賞者は、来る 9月 28日に夕張市で行われる全道グラン
ドチャンピオン大会に出場されます。
【興部カラオケ同好会の入賞者】
　小林トヨ子　（熟年の部準優勝）
　吉水　　弘　（実年の部準優勝）
　出口　ミヨ　（壮年の部奨励賞）
　大井　　守　（実年の部奨励賞）

興部高校の生徒がボランティア活動

5 月 20 日、はまなす幼稚園で飼育されてい
る羊の『チップ』の毛刈りが行われました。
1 年ぶりに毛を刈られる
チップは、ふさふさの毛を身
にまとい園児の前に登場し
て、バリカンに不安げな表情
を浮かべていましたが、取り
押さえられ毛を刈られていま
した。
1時間ほどで毛刈りも終わ
り、夏へ向けての衣替えが終
了したチップは、とても涼し
げな姿に変身しました。

5月 22日、興部高校の生徒によるボランティア活動が行われました。
生徒達は二班に分かれる予定でしたが、朝の雨模様でスイセンの移植作
業を中止し、交通記念広場ジョイパークにてルゴーサエクスプレスの窓拭
きや清掃などを行いました。
全校生徒 51名の生徒が参加し、ボランティア活動に汗を流しました。

第 26回網走管内歌謡選手権大会

topics

夏に向けての衣替え
羊の毛刈りが行われました
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5 月 29 日、はまなす幼稚園の園児 65人による
マスの稚魚の放流が興部川下流で行われました。
卵からずっと育ててきた園児たちは「稚魚が大き
くなって、元気に戻って来られるように」と願いを
込めて稚魚を放流し、川の中を元気に泳ぐ稚魚に手
を振り見送りました。

5月 25日、住民の防火意識の高揚と消防団員自らの消防技術の向上を図るため、興部消防団（団長：竹
部英明氏）の連合消防演習が行われました。
連合演習には興部・沙留・宇津の 3分団から 61名の団員と車両 7台が集まり、ジョイパークで小隊訓
練やポンプ車操法などを行ったあと、中央公民館駐車場にて模擬火災訓練が実施され、興部消防会館前より
分列行進が行われました。
模擬火災訓練では、サイレンの音と共に消防車が次々に到着し、団員達は本番さながらの機敏な動作で消
火作業を行い、日頃の訓練の成果を披露しました。

6月 3日、仲町自治会による交通安全街頭啓発が行われました。
仲町自治会による街頭啓発は、今回で 40 回目を迎え、今年も
80台分のすずらんの花と交通安全グッズをドライバーに手渡し交
通安全を呼びかけました。

仲町自治会が
交通安全街頭啓発実施

はまなす幼稚園の園児が
マスの稚魚を放流

topics

興部消防団連合消防演習
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6 月 7日から 11日にかけて、道路を花で美しくしようと、東 1号通りや栄橋などの道路脇の花壇に、地
域の方々のボランティア活動により、マリーゴールドとサルビアが植えられました。
参加した方々は、ひとつひとつ丁寧に花の苗を植え、
心地よい汗を流しました。

【花植に参加いただいた皆さん】
�⃝　旭町自治会　　⃝　興部小学校（5・6年生）
�⃝　緑ヶ丘自治会　⃝　興部警察署
�⃝　栄町自治会　　⃝　役場職員互助会

6月 6日、はまなす幼稚園の園児が「花の日」にちなんで役場や消防、警察署などの町内の事業所を訪問し、
きれいな花束を贈りました。
花の日の事業所訪問は、地域で働く人たちに日頃の感謝の気持ちを込めて花を贈ろうと毎年行われており、
園児たちはそれぞれの組に分かれて各事業所を訪問し「いつも見守ってくれてありがとう」と花束を手渡し
ました。

6月 6日、毎年恒例となっている沙留漁業協同組合主催の植樹
祭「第 19回豊かな緑と海を育む森づくり事業」が宇津水源地付近
の旧牧草地において行われました。
この植樹祭には、興部町ＡＤ連合会も共催し、漁業・農業・林業
関係者のほか、興部中学校、沙留中学校の生徒も加わり、約 150
名の方が参加し、この日用意されたダケカンバの苗 1,500 本が植
樹されました。

道路を花いっぱいに！

はまなす幼稚園の園児が事業所に花を届けました

topics

この植樹活動は、ホタテやマス・サケなどの栽培漁業の振興方策として、オホーツク海に注ぐ水をきれい
にするため、山と海を結ぶ河川周辺の森づくりを進めようと毎年行われています。

宇津で植樹祭が行われました
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興部高校では、平成 8年度から地域社会
が持つ多彩な教育力を生かすために、町内や
紋別市内、西興部村の各企業や事業所などの
協力を得て、「勤労体験学習」を実施してお
ります。

本年も、6月 11 日〜 12 日の二日間、興
部高校二年生が勤労体験を行いました。

6月 11日、沙留小学校で「人権の花運動」花の苗の贈呈式が行われました。
この運動は、児童が協力しながら花を育て、協力、感謝することの大切さを学ぶとともに、情操を豊かに
し、命の大切さや思いやりという人権意識を育む事を目的に行われています。
この日は、人権擁護委員が学校を訪れプランターと花の苗を 6年生の児童に手渡し、児童たちは好きな
苗を思い思いに選び、丁寧にプランターや花
壇に植えていました。

働くことから学ぶこと～興部高校二年～

topics

人権の花運動

興部保育所では、子ども達とおやつを食べ
たり、遊んだりしてコミュニケーションをと
りながら実習を行っていました。
興部町社会福祉協議会では、レクの中で高
齢者の方々の補助、弾き語、高齢者の方々と
の会話を楽しみながら実習を行っていまし
た。

他にも、興部中学校やＺＡＴＳなど幅広い
分野で実習が行われました。
この勤労体験で、働くということの大切さ、
それと同時に楽しさ・やりがいを学ぶことが
できました。普段の生活の中では体験するこ
とのできないことをさせていただき、自分た
ちの将来を見つめなおす良い機会になりまし
た。

この記事は、
役場総務課で勤
労体験を行った
山下奈々子さん
が作成しました。
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●人のうごき　人口��4,116 ／�男 2,000／�女�2,116／�世帯数 1,876  5 月末現在
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国保病院からのお知らせ

7月の皮膚科
診療の日程

◎ 期日　8 日㈫・22 日㈫
◎ 場所　興部町国民健康保険病院
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お悔やみ申し上げます
大多喜活弥	 沙留元町 	 98

太田　喜藏	 沙留海運町 	 88

荒関　京子	 本 　 町 	 83

後藤　芳雄	 緑 ヶ 丘 	 77

ご結婚おめでとう
　夫婦の氏名　　　　住　所　
�髙橋　剛史　　　仲　　　町
�佐藤　宏美　　　仲　　　町
�中野　正浩　　　浜　　　町
�阿部湖都美　　　紋　別　市

子供の人権１１０番　フリーダイヤル
０１２０－０

ゼロゼロナナのひゃくとおばん
０７－１１０

ひとりで悩まないで
悩んでいる・困っているなら

人権擁護委員
に相談してください

☆わたしたちの街の人権擁護委員です

田中　啓一 ☎82-2522
小山真由美 ☎82-2996
今井　秀和 ☎83-2244

毎月15日は、道民交通安全の日です

夏の交通安全運動 7月11日㈮〜7月20日㈰
ストップ・ザ・交通事故死

〜めざせ！　安全で安心な北海道〜
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